
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報

配信日 令和５年１０月２４日

情報商材のトラブル
～ アプリ悪用、２０代に被害 ～

〈 内 容 〉

動画投稿サイトで簡単にもうかるという広告を見て無料通話アプリに登録し、５千円の情報
商材を購入した。その後、事業者から電話があり、「副業でもうけるためにサポートする」と
言われ、９０万円のプランを勧められた。「お金がない」と断ったが、「消費者金融から借りて、
もうけが出たら返済すればいい」と言われ、私のスマホに遠隔操作できるアプリをインストー
ルするよう指示された。アプリによりオンラインで指示されるまま３社から９０万円を借り、
事業者の指定口座に振り込んだ。親から「借金をしてまで副業をするのはおかしい」と言われ
たので、解約したい。（２０代 女性）

★ 消費生活センターからのアドバイス

●情報商材とは、副業、投資などで高額収入を得るためのノウハウと称してネットなどで販売
されている情報のことです。

●情報商材のトラブルの相談が、全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。特に
２０代の若者の場合、支払いのために借金をさせられるケースが多く見られます。

●最近の相談事例を見ると、情報商材を購入後、高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」
と断った消費者に対してアプリを悪用して借金をさせる手口が目立っています。

●トラブルに遭わないため次の点に注意しましょう。
①「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告をうのみにしない。
②「すぐにお金を取り戻せる」などの勧誘トークをうのみにせず、冷静によく考える。
③借金してまで契約はしない。また、取引内容やリスクが理解できない契約はしない。
④事業者から「説明のために必要」「借金する方法を教える」などと言われ、アプリをインス
トールするよう指示されても、安易にインストールしない。
⑤遠隔操作などで貸金業者サイトに登録してしまった場合、悪用されないようにＩＤ・パスワ
ードを変更する。

※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター」
または「各市町相談窓口」にご相談ください。

★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く）

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！）

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所

（０９５－８２９－１２３４）           （０９２０－５２－８３２２）

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター

（０９５６－２２－２５９１）          （０９２０－４８－１１３５）

島原市消費生活センター             五島市消費生活センター

（０９５７－６２－９１００）           （０９５９－７２－６１４４）

諫早市消費生活センター            西海市消費生活センター

（０９５７－２２－３１１３）           （０９５９－３７－０１４５）

大村市消費生活センター               雲仙市消費生活センター

（０９５７―５２―９９９９）           （０９５７―３８－７８３０）

平戸市消費生活センター            南島原市消費生活センター

（０９５０―２２―９１２２）         （０９５７－８２－３０１０）

松浦市消費生活センター

    （０９５６－７２－１８６１）      ※ 各町にも相談窓口があります

警戒情報


